
 

 

事 務 連 絡 

令和元年９月 13 日 

 

地方厚生（支）局医療課 

都道府県民生主管部（局）       

 国民健康保険主管課（部）     御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

 後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

 

                         厚生労働省保険局医療課 

 

 

 

「「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」の一部改正について」の 

一部訂正について 

 

 

 

 下記の通知につきまして、別添のとおり一部訂正がありましたので、貴管下の保険医療機関、審査支払

機関等へ周知願います。 

 

 

記 

 
 
「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」の一部改正について（令和元

年８月 19日付保医発 0819 第 12 号） 

 

 

09110042
複写



（別添）

別紙１

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬価

注射薬 2119402A1019 ドパミン塩酸塩 １００ｍｇ５ｍＬ１管 ドパミン塩酸塩１００ｍｇ５ｍＬ注射液 97
注射薬 2119402A1337 ドパミン塩酸塩 １００ｍｇ５ｍＬ１管 局 ドミニン点滴静注１００ｍｇ 日本新薬 378
注射薬 2119402A2031 ドパミン塩酸塩 ４０ｍｇ２ｍＬ１管 局 ドミニン点滴静注４０ｍｇ 日本新薬 178

注射薬 3420409A6081 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ステイセーフバランス　２／１．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

969

注射薬 3420409A9064 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ステイセーフバランス　２／１．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,493

注射薬 3420409H1053 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 ステイセーフバランス　２／１．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

838

別紙２

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬価

内用薬 6132008C1049 セフィキシム ５０ｍｇ１ｇ セフィーナ細粒５０ 武田テバファーマ 62.50
 注射薬 2119402A1337  ドパミン塩酸塩  １００ｍｇ５ｍＬ１管  局  ドミニン点滴静注１００ｍｇ  日本新薬 378
注射薬 3319550A1046 酢酸維持液 ２００ｍＬ１瓶 ペンライブ注 マイラン製薬 171

注射薬 3420409A7088 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ステイセーフバランス　２／１．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,554

 注射薬 3420409A9064  腹膜透析液  ２．５Ｌ１袋（排液用
 バッグ付）

 ステイセーフバランス　２／１．５　腹膜透析液  フレゼニウス　メ
 ディカル　ケア
 ジャパン

1,493

注射薬 3420419A5054 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 ステイセーフバランス　１／１．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,234

別紙３

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬価

注射薬 3420409A8076 腹膜透析液 ５Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 バクスター 1,828
注射薬 3420409A9072 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液用

バッグ付）
ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 バクスター 1,604

注射薬 3420409H1061 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 バクスター 1,083

別紙４

区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬価

注射薬 3420409A7096 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 バクスター 1,444

 注射薬 3420409A9072  腹膜透析液  ２．５Ｌ１袋（排液用
 バッグ付）

 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液  バクスター 1,604

注射薬 3420419A5062 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５腹膜透析液 バクスター 1,117

（略）

（略）

診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」から除外する品目
(加算等の算定対象とならない「後発医薬品のある先発医薬品」)

品名

（略）

（略）

品名

（略）

（略）

（略）

診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」

品名

診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品

品名

（略）

（略）

（略）

診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目
(加算等の算定対象とならない後発医薬品)


